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最終報告にあたって 

 
 平成２２年６月、市は、南沢五丁目地区における商業施設建設計画について、現行の地

区計画案の変更は難しいとの考えを示しました。一方、この計画について不安視する市民

が多数おり、地域に与える影響も大きいことから、事業者などに対し、これらの不安をで

きる限り取り除き、地域に貢献できる商業施設にしていただくよう市民参加で見直す必要

があるとの考えを示しました。 

このことから、周辺住民による地域貢献に関する検討を行うため、本検討会が設置され、

商業施設への地域貢献施設機能の導入や安全・安心のまちづくりのための対応についての

検討が依頼されました。 

南沢五丁目商業施設建設計画については、これまで、税収増、利便性の向上、まちのに

ぎわいの創出などの点からこの計画に賛成との意見もありますが、交通渋滞や交通事故な

どの交通災害の発生、来店車両による騒音、振動、大気汚染など環境悪化、第五小学校へ

の影響、青少年の非行の増加、また、地元商店街への影響などこの計画を不安視する多く

の意見があります。 

そうした中で、平成２２年８月から「商業施設への地域貢献施設機能の導入」に関して

検討を行い、同年１１月には、「商 業施設への地域貢献施設機能の導入に関する検討報告」

を中間報告書として市長に提出しました。その後、引き続き「安全・安心のまちづくりの

ための対応」について検討し、この度最終報告書を取りまとめました。 

商業施設の立地にあたり、この報告書の提案について、是非とも反映していただき、地

域にとって真に貢献できる施設になることを切に願います。 

 

 

 

 平成２３年９月 

 

南沢五丁目商業施設建設計画に伴う地域貢献に関する検討会 
    

座 長 関 美智子 
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Ⅰ 商業施設への地域貢献施設機能の導入について 

 

１ 地域貢献施設機能の導入の基本的な考え方 

 
（１）検討にあたっての視点 

南沢五丁目１７番の企業グラウンド跡地である商業施設建設計画地は、昭和４２年か

ら金融機関の福利厚生施設として利用されていましたが、平成１０年に不動産会社に売

却されその役割を終え、現在未利用地となっています。 
商業施設の計画案は、敷地面積約５５，７００㎡（開発後 約５２，６５０㎡）、店舗

面積約３６，２００㎡（うち物販面積約２８，３００㎡）、駐車場が約１，７００台であ

り、東久留米市内の小売店舗としては最大規模のものです。 
本計画のような大規模小売店舗の立地に関しては、平成１８年に大規模小売店舗立地

法、都市計画法及び中心市街地活性化法、いわゆるまちづくり三法の見直しが行われ、

総合的な対策がとられています。 
その中の中心市街地活性化法では、事業者の責務として、地域における社会的、経済

的及び文化的活動の拠点となるにふさわしい魅力ある市街地の形成などに配慮してその

活動を行うとともに、地方自治体などが実施する中心市街地の活性化のための施策の実

施に必要な協力をするよう務めなければならないとされています。 
また、平成１９年に大規模小売店舗立地法に基づく指針が改定され、事業者による地

域社会への貢献について、自主的な取組を積極的に行うこととされました。 
この度、本計画地に出店を予定しているイオンリテール株式会社においては、これま

で、業界団体が策定した自主ガイドラインや地方自治体が策定しているガイドラインに

基づき地域貢献策を講じてきていることと思います。しかし、本計画地は、周辺地域が

主に住宅地であり、地域貢献策を講じるにあたっては、地域の特性を十分考慮の上、地

域に貢献する施設づくりが図られることが求められます。このため、地域貢献施設機能

の検討にあたっては、東久留米市や南沢地域の現状を踏まえたものとし、一般的な社会

貢献については今回の検討から外し、以下の視点から検討することとしました。 

    

検討にあたっての視点 

 地域に不足しているものは… 

 少子、高齢社会において必要とされる施設又は機能は… 

 地域コミュニティの醸成のために必要な施設又は機能は… 

 地域経済活性化のために必要な機能は… 

 導入にあたっての市や市民の負担は… 
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（２）地域貢献施設機能の導入に向けて 

  大規模小売店舗は、住民が日々買い物に訪れる、地域とのつながりが深い施設であり、

事業者にとって、永くその地域で事業活動を続けていくには、地域との連携は欠かせな

いものです。 

また、住民にとって、その施設は地域にふさわしい、快適で暮らしやすいまちづくり

につながる施設であることが望まれます。 

  このため、商業施設が持つにぎわいや利便性に加え、地域における社会的、経済的、

文化的活動の場としての機能を併せ持つことにより、永く住民に親しまれる施設となる

と考えます。 

  地域貢献施設機能の導入にあたっては、その施設の管理、運営において、地域住民の

利用に十分配慮したものとなること、また、地域経済の活性化に向けて、事業者と市内

商工業者や農業者などとの連携が図られることが重要です。そのためには、地域貢献施

設機能の導入に向けて、事業者と地域住民双方の利益を尊重し、事業者の積極的な協力

はもとより、地域住民、行政、関係機関が一体となった取組が必要です。 
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２ 導入すべき地域貢献施設機能について 

  
本検討会では、「１ 地域貢献施設機能の導入の基本的な考え方」に基づき、以下の項目

ごとに導入すべき地域貢献施設機能について提案します。 
 
（１）地域のまちづくりへの参画・協力 

商業施設は、地域住民をはじめ多くの人々が気軽に立ち寄る施設であり、地域情報な

どの発信や、地域の人々の交流の拠点には最適の場です。 

  このことから、商業施設に情報の発信、地域の交流や文化活動、ＮＰＯなどの地域活

動を支援する施設機能を導入することで、地域のまちづくりの推進やまちづくりにとっ

て大切な地域住民のコミュニティ意識を醸成し、地域活動の活性化を図ることが期待さ

れます。 

     
① 地域の交流や文化活動等への協力 

施設・機能 内          容 
情報発信施設 ・商業施設の来店者に対し、市の文化や歴史、見どころなどを

ＰＲするとともに、市政や市民活動の情報発信を行う。 
・住民票や印鑑登録証明書などの自動発行機を設置し、市民の

利便性向上を図る。 

多目的ホール ・会議、映画の上映、展示会、スポーツなど様々な用途に利用

できるホールを設置し、地域活動や文化活動の活性化を図る。 
・ホールは上記の利用を考慮し、できる限り広いスペースを確

保するとともに、パーテーションで分割することができ、映

像・音響・照明設備を備えたものが望ましい。 

オープンスペース ・公園・広場や屋内に、地域住民が気軽にイベントを開催する

などして交流を深めることができるオープンなスペースを確

保する。 
・公園・広場は、地域の行事、ミニコンサートなどにも利用で

きるスペースとして整備する。 
・屋内のオープンスペースは、地域の行事、市民の作品の展示

や商品の販売、ミニコンサートなどに利用できるスペースと

する。 
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駐車場の利用 ・地域に大規模な催事などを行うことができるスペースがない

ため、商業施設の営業に影響がない範囲で、屋外の駐車場を

利用できるようにする。 
・夏祭りの会場などに利用することにより、地域住民が集い、

地域の結束を高め活気ある地域づくりを図るほか、開店前の

ラジオ体操での利用や周辺の学校などの課外活動の際には、

大型バスの待機場所としても利用できるようにするなど地域

活動の利便性向上を図る。  

②ＮＰＯやまちづくりに取り組む団体等への支援 
施設・機能 内          容 
情報発信施設 
（再掲） 

・まちづくりに取り組むＮＰＯやそのほかの団体の活動を広く

認知してもらうために、掲示板などを設置する。 

ＮＰＯなどの 
ＰＲコーナー 

・イオン・デー
※

の際には、レシート投かん箱のそばにＮＰＯや

ボランティア団体などのＰＲコーナーを設置する。 
           

※イオン・デー：イオンが毎月１１日を地域貢献活動の日とし、「イオン幸せの黄色いレシートキャン
ペーン」として、あらかじめ登録された地域のＮＰＯやボランティア団体名が表示されたレシート投か
ん箱を設置し、買い物客が任意に選んだ投かん箱に投かんしたレシートの合計金額の１％相当の物品を
その団体などに寄贈するもの。 

 
（２）地域産業の活性化 

市内では、柳久保小麦をはじめとする地域資源を活用した特産品や様々な農産物が生

産されています。事業者と地域の商店や農業者が連携し、地域ブランドのＰＲ活動や市

内産品の販売などを行うことで、地域産業の活性化が図られることを期待します。 
また、事業者には、その蓄積された経験やノウハウを生かし地域産業を積極的にサポ

ートする役割を求めます。 
 

① 地産・地消への協力 

施設・機能 内          容 
情報発信施設 
（再掲） 

・来店者に市の特産品などをＰＲする。 
・市や高崎市榛名地域の特産品の展示・販売による地域産品の

普及など、アンテナショップ的な役割も担う。 

オープンスペース 
（再掲） 

・屋内外のオープンスペースを活用し、事業者は、地域の商店

や農業者と連携して、地域産品の販売会や朝市などのイベン

トの開催ができるように協力する。 
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② 地域経済団体や地元商店等への協力 
施設・機能 内          容 

地域商店専用ブース ・事業者は、地域商店などの機運が高まり、出店の意向が示さ

れた際には、設置に向け積極的に協力する。 
出店に際しては、長期契約による出店に限らず、月ごとに交

代で地域の商店が出店できるようにするなど、商店主にとっ

て少ない経費負担で出店できる形態も検討する。 
・事業者は、運営にあたってノウハウの提供や技術支援も併せ

て行う。 
地域商店に対する販

売促進活動への協力 
・商店会などと提携して事業者の電子マネーによる決済を可能

にし、ポイントも付与できるようにする。 
・事業者のチラシの一部に、地域商店などの広告の掲載を可能

とする。 
・事業者は、地域商店などの機運が高まり、事業参画の意向が

示された際には、具体化に向け積極的に協力する。 
 
（３）地域雇用の確保 

大型商業施設では、多くの従業員の雇用が見込まれます。地域経済活動の活性化を図

るため、地域における積極的な雇用機会の創出・確保を求めます。 
また、従業員の雇用の安定に努めるとともに、障がい者や高齢者などの就業について

も十分な配慮が必要です。 
 
（４）環境・景観への配慮 

計画地周辺には多くの住宅が立地しています。施設の建設計画にあたっては、周辺の

環境に十分配慮するとともに、地域の環境保全につながる活動を行うことが必要です。 
 

施設・機能 内          容 
公園・緑地 ・施設整備にあたっては、地域の行事やイベント広場としての

利用を考慮し、周辺地域への騒音を低減する方策を講じる。 
・施設周辺は、維持管理を考慮しつつ、できる限り緑化に努め

る。 
緑化にあたっては、ツツジの植栽をするなど東久留米らしさ

を出すこと、また、植栽が歩行者や交通の死角にならないよ

う安全面にも配慮する。 
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環境・景観への配慮 ・商業施設は、住宅地に近接していることから、圧迫感を感じ

させず、周辺住民に受け入れられるような計画とする。 
・施設周辺の清掃活動を行うなど、地域の環境向上につながる

活動を行う。 
・CO2削減に有効である電気自動車などの普及促進を図るため、

一般の利用に供する充電設備を設置する。 

シャトルバス ・渋滞の緩和策として、商業施設と駅などの拠点を結ぶシャト

ルバスを運行する。 
・運行にあたっては、施設利用者のみではなく、途中で乗降で

きるようにするなど、地域住民の生活の足としても利用でき

るような形態とする。 
 

（５）子ども、高齢者、障がい者への対応 
少子高齢社会において、商業施設には、子どもや高齢者、障がい者に配慮した様々な

取組が求められます。 
仕事と家庭を両立できる環境づくりの推進、育児や健全な育成への支援、高齢者や障

がい者の活動を支える取組が必要です。 
 

① 育児等への支援 

施設・機能 内          容 
託児所 ・地域雇用の確保に合わせた労働環境の整備や育児支援のため、

地域の住民、買い物客などが利用できる託児所の設置を図る。 

キッズルーム ・気軽に子どもを遊ばせることができる無料のキッズコーナー

や育児支援機能を持ったキッズルームなどの設置を図る。 

② 子どもたちの健全な育成への支援 

施設・機能 内          容 
社会科見学、体験 
学習等の実施 

・社会科見学などの実施のほか、商業施設内での販売体験など

社会体験学習に協力する。 

幼児・児童情操教育

関連サービス 
・絵本の閲覧や読み聞かせができるコーナーを設置した書店や

教育関連サービス施設など、幼児・児童の情操教育・育児支

援の一環となるようなテナントの導入を図る。 
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③ 高齢者等への配慮 

施設・機能 内          容 
中高年向けテナント

の導入 
・商業施設の店舗計画にあたり、若者向けだけではなく中高年  

の消費者を考慮したテナントの導入を図る。 

高齢者や障がい者に 
配慮した施設整備 

・休憩所やベンチの設置、駐車場への広めのアプローチなどユ

ニバーサルデザインに配慮し、高齢者や障がい者をはじめ、

全ての人が利用しやすい施設整備を行う。 
・高齢者福祉施設機能の導入が必要となった際には、その設置

に向け協力する。 
 

（６）地域防災・防犯への協力 
安全・安心のまちづくりを図る上で、事業者の地域防災・防犯への協力は不可欠です。 
地域貢献施設機能の導入についても、地域防災・防犯のための施設や機能について、

積極的な取組を求めます。 
 

施設・機能 内          容 
交   番 ・本計画地は、交番の空白地帯であること、また大型商業施設

の出店により交通量や人の出入りが増加するため、交通・防

犯対策として交番の設置を要望する。 
なお、交番の設置が困難な場合は、警察官立寄所の設置を求

める。 
地域防災への協力 ・地域防災の向上を図るため、事業者は市と防災協定を締結し、   

物資の供給や避難場所の提供など、災害時には相応の支援を行

う。 
 
（７）地域医療への協力  

  地域医療環境の向上を図るため、医療施設などの設置を求めます。 

   
施設・機能 内          容 
クリニック ・眼科をはじめ複数の診療科の導入を図る。 

・設置にあたっては、土曜・日曜日、祝日の開業や診療時間へ

の配慮のほか、救急病院と連携した施設が望ましい。 
調剤薬局 ・クリニックに併せて調剤薬局を設置し、利用者の利便性向上

を図る。 
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Ⅱ 安全・安心のまちづくりへの対応について 

 

１ 安全・安心のまちづくりに向けた基本的な考え方 

 

（１）検討にあたっての視点 

地域貢献施設機能の導入のところでも述べましたが、商業施設の計画案は、東久留米

市内の小売店舗としては最大規模のものです。そのため、周辺地域はもとより、市外か

らも多数の来店者が訪れることが想定されます。 
一方、商業施設の周辺地域は住宅地が多く、第五小学校など文教施設も立地していま

す。その上、五小通りをはじめ、周辺道路などの都市基盤は、必ずしも十分整備された

状況にあるとは言えません。このため、これまでも商業施設の立地による交通渋滞や交

通事故などの交通災害の発生、来店車両による騒音・振動・大気汚染などの環境悪化、

第五小学校への影響、青少年の非行の増加など、この計画を不安視する多くの意見が出

されてきました。 
  事業者が作成した環境影響評価書では、周辺環境への影響について各種環境基準に照

らし、概ね満足するとの予測評価の結果が示され、周辺環境への配慮事項も掲げられて

います。しかし、その予測を上回る事態が生じた場合の対応や配慮事項の具体的な対応

などが明確ではないため、地域住民の不安は解消されていません。 
本検討会では、これらの不安を解消するため、環境影響評価のような専門的な観点か

らではなく、地域住民の立場から安全・安心のまちづくりのために必要な対応について

検討することとしました。 
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（２）安全・安心のまちづくりに向けた取組について 

これまでの事業者からの説明や環境影響評価書では、第五小学校や周辺住宅地への配

慮、生活道路への車両の進入や周辺交通安全対策、エコストア化、災害時対策、物流効

率化による搬出入車両台数の低減などが示されていますが、現段階で具体的な対応策は

明らかになっていません。 

今後、安全・安心のまちづくりの実現に向けては、事業者によるさまざまな対応はも

とより、商業施設利用者、警察・消防・市役所などの行政、さらには地域住民など、関

係するすべての者の理解と協力が不可欠です。 

商業施設の出店においては、現段階で考えられるさまざまな対応策について事業者や

行政などが積極的に取り組み、交通災害の防止や周辺環境への影響をできる限り低減す

るとともに、開店前のみならず開店後においても安全・安心のまちづくりに向けた対応

が継続されることが重要です。そのためには、事業者からは適時、適切な情報提供をい

ただくとともに、今後、地域住民と事業者、そして行政が話し合う場を設け、相互理解

を深めていくことが必要となります。 
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２ 安全・安心のまちづくりのための具体策 

 

（１）交通対策 

  商業施設の周辺は、住宅地が多く、周辺住民は、交通事故の増加や交通渋滞のみなら

ず、住宅地への来店車両の進入などの懸念を抱いています。そのため、周辺道路環境の

整備などによる交通事故防止対策・渋滞対策はもちろんのこと、来店車両によって住環

境が悪化しないよう、対策が必要です。 

渋滞防止対策については、周辺だけではなく、広域的な面から来店車両などの規制・

誘導の対策を講ずるとともに、事故防止と併せ必要に応じて警察に協力を仰ぎ、対策を

講ずる必要があります。 

また、交通誘導員などの適切な配置により、生活道路への来店車両の侵入防止対策を

講じ、住環境が悪化しないような配慮が必要です。 

さらに事業地周辺には学校なども立地するため、児童・生徒への配慮や、交通量の増

加が見込まれる自転車に対しても、安全対策やマナー啓発が必要です。 

 

具体的な取組内容     ※内容欄の末尾の丸数字は、周辺図に示す丸数字に対応 

項 目 内          容 

事故防止対策 ・所沢街道と五小通りとの交差点は事故が多いので、事故防止

対策を検討する。 

・市は、所沢街道拡幅の早期完成を積極的に東京都へ要望する。 

・事故及び渋滞防止のための交通規制などについて、警察にも

協力を仰ぐ。 

渋滞防止対策 ・事前の想定を超える車の流入により渋滞が発生した場合の対

策を講ずる。 

・渋滞対策などを遅滞なく実施すべき具体的な基準（例えば、 

「バスの運行に遅延が生じた場合」など。）を設定する。 

・渋滞の緩和及び歩行者などの安全確保のため、五小東交差点

から事業地までの道路拡幅を検討する。① 

・五小通りに面して、駐車場に入るための専用レーンの設置を

検討する。② 

・所沢街道と市道 110 号線との交差点やひばりが丘団地西交差

点など、信号機が近接した交差点の渋滞対策を検討する。③ 
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・所沢街道と五小通りとの交差点の信号機を時差式にするなど、

右折車両による渋滞を防ぐ措置を講ずる。④ 

・五小通りの交通量を抑制するため、商業施設周辺の既存道路

の一方通行規制や時間規制など、交通計画の再構築を検討す

る。 

・ひどい渋滞が予想されるときは、広告の配布地域を限定する

などして、広域的に来店車両を規制する措置を講ずる。 

・敷地外で渋滞させないよう、駐車場内での車両誘導を適切に

行う。 

・時間帯や曜日によっては、五小通りからの来店車両をすべて

敷地内に誘導できない可能性があることを考慮の上、車両の

誘導方法を検討する。 

・商業施設周辺の交差点などに交通誘導員を配置するとともに、

渋滞により緊急車両の通行の支障とならないよう、その他の

場所にも適宜交通誘導員を配置する。 

・商業施設の駐車場には、渋滞の遠因となる来店車両以外の車

両の駐車を禁止する措置を講ずる。 

来店車両対策 ・計画地に隣接する学園町地区は狭い道路が多く、また、自由

学園の通学路もあるため、来店車両による交通事故が発生す

る懸念がある。さらには、新座方面からの来店車両により、

踏切（ひばりヶ丘第２号）での渋滞も考えられる。 

そのため、来店車両の進入を抑制する措置を講ずるとともに、

交通の流れを良くするため、踏切部分の道路の一方通行規制

を検討する。⑤ 

・周辺生活道路における車両通行規制などを再確認し、自動車

での来店者に対し、交通規制の順守を徹底させる方策を検討

する。 

・日生住宅など隣接する住宅地内への来店車両の進入、また、

それによる交通事故が予測されるため、交通誘導員の配置な

ど、来店車両の進入を禁止する措置を講ずるとともに、一方

通行規制などの交通対策を検討する。⑥ 

・その他、周辺の生活道路への来店車両の進入や通過動線にな
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らないような対策を講ずる。 

・環境影響評価の予測の前提となる道路が、開店時までに整備

されなかった場合を想定し、その対策を検討する。⑦ 

荷さばき車両 

対策 

・所沢街道と五小通りの交差点は、渋滞発生箇所であることか

ら、商業施設西側の荷さばきスペースへは、五小通りを迂回

せず、直接市道 110号線から入る経路を検討する。⑧ 

・五小東交差点での西東京方面から来る荷さばき車両の左折巻

き込み事故を防止するため、五小東交差点を直進するような

経路を検討する。⑨ 

歩行者・自転車対策 ・五小通りの歩行者・自転車の安全を確保するため、電線類の

地中化などを検討する。⑩ 

・五小通りの歩行者・自転車の安全を確保するため、部分的に

でも自転車の一方通行規制の導入を検討する。 

・歩行者・自転車の安全を確保するため、第五小学校正門前の

横断歩道を商業施設側に移動し、たまりを確保した横断歩道

の設置を検討する。さらに、児童への安全対策として、移動

した横断歩道付近に通用門を設け、そこから児童が登下校で

きるようにする。⑪ 

・自転車利用客のマナー向上を啓発する。 

通学児童対策 ・周辺の小学校の通学路を把握し、来店車両の進入による登下

校中の児童に対する交通事故を防止する対策を講ずる。 

特に、所沢街道からフォレストレイク方面に向かうスクール

ゾーンに指定されている道路が、来店車両の抜け道にならな

いような対策を講ずる。⑫ 

・わかくさ学園前の道路についても、わかくさ学園に通園する

園児に配慮し、来店車両の抜け道にならないような対策を講

ずる。 

 

（２）周辺環境対策 

  商業施設の立地による周辺環境への影響を最小限に抑えるため、隣接する住宅地など

への環境面での配慮はもちろん、来店者による路上駐車や住宅敷地内への侵入防止など

を念頭に置いて対策を講じることが必要です。 
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  具体的な取組内容  

項 目 内          容 

周辺環境対策 ・周辺マンション敷地内などでの飲食や来店者の通り抜けをさ

せないような対策を講ずる。⑬ 

特に、商業施設開店直後は、周辺での路上駐車や敷地内での

飲食などが予測されるので、交通ルール、マナーを徹底させ

るとともに、警備員を配置する。 

・商業施設の室外機などの設備機器から発生する低周波音や振

動、熱風などについて、立地後に周辺環境への影響を検証す

る。 

 

（３）防犯・青少年非行防止対策 

  商業施設の出店により、子どもたちを取り巻く環境は大きく変わります。多種多様な

テナントが入り、商品に目を奪われ、万引きや恐喝などを誘発する可能性があります。 

  また、商業施設は不特定多数の人が集まる場所であり、不審者などが紛れ込むことも

考えられます。 

犯罪を未然に防ぐためには、事業者による警備体制の確保のほか、地域貢献施設機能

の導入のところでも提案した交番の設置が必要であるとともに、行政や地域ぐるみで犯

罪を未然に防ぐ取組が必要です。 

 

具体的な取組内容  

項 目 内          容 

防犯・青少年 

非行防止対策 

・交番又は警察官立寄所を設置する。（再掲） 

・防犯協会とも連携して、防犯や子どもの安全確保に努める。 

・商業施設やその周辺で事件が発生した場合は、東久留米市と

西東京市とで情報を共有し、安全を確保する。 

・事業者は、周辺地域が不審者の時々出没する地域であること

を認識する。 

・周辺地域の巡回の強化を警察へ依頼する。 

・西東京市側にも、子どもの安全を確保できるような環境づく

りの働きかけを行う。 

・商業施設の周辺には、住宅や第五小学校のプール、学童保育 
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 所などがあるため、商業施設からそれらを覗くことができな

いよう窓の配置などに配慮する。 

・万引きや恐喝、置き引きなどの犯罪を防止するため、私服・

制服警備員の適切な役割分担による巡回など、警備体制を確

保する。 

また、テナントを含めた従業員教育により、子どもたちを見

守ってもらえるような人材育成を図る。 

・商業施設やその周辺で、夜間に子どもたちがサッカーやスケ

ートボードをしたり、不良のたまり場にならないよう対策を

講ずる。 

・インターネットカフェなど犯罪の温床となる恐れがあるテナ

ントは、設けないよう配慮する。 

・事業者だけでなく、近隣住民にも青少年に対する声掛けを依

頼し、地域の防犯意識を高める。 

 

（４）防災対策 

地域貢献施設機能の導入の中でも、「事業者は市と防災協定を締結し、物資の供給や避

難場所の提供など、災害時には相応の支援を行う。」ことを提案しました。 

先の東日本大震災では、商業施設が果たす地域への役割が非常に大きいことを認識さ

せられたことから、それらの教訓を生かしながら商業施設のハード・ソフト両面から防

災対策を施し、災害時に対応できるよう取り組むことが必要です。 

 

具体的な取組内容 

項 目 内          容 

防災対策 ・災害時に従業員が円滑に対応できるよう、店内の防災体制を

確立する。 

・非常時の群集心理を考慮した建物の設計や来店者の誘導方法

を検討する。 

・既存の井戸を防災用の井戸として活用するとともに、防災体

制・設備などについて広く、明確に周知し、地域に安心感を

与えるようにする。 



16 

 

（５）その他 

  商業施設が地域に根差したものとなるためには、開店後に生じるさまざまな問題に対

応できるようにする必要があります。そのためには、地域の要望などを聞く窓口を設置

するとともに、事業者のみならず地域住民や行政が一体となり解決していく仕組みづく

りが必要です。 

 

具体的な取組内容 

項 目 内          容 

その他 ・開店後においても、商業施設に関連して生じる諸問題に対す

る地域の要望を聞いてもらえるような窓口を設置する。 

・開店後の商業施設に関連する課題などについて、事業者、地

域住民、行政などが協議する場を設ける。 

・小学校の計画等において必要となる留意事項を示した小学校

施設整備指針（文部科学省）の「頻繁な車の出入りを伴う施

設が立地していないことが重要である。」という項目を念頭に

おき、学習環境や通学環境に十分配慮し計画を進める。 

 

 



　

南沢五丁目商業施設周辺図

⑤ 来店車両の進入抑制措置及び

学園町内の交通の流れを改善する

ため、踏切部分の道路の一方通行

規制を検討する

③ 信号機が近接した交差点の渋滞

対策を検討する

⑨ 西東京方面からの荷さばき車

両による左折巻き込み事故防止の

ため、五小東交差点を直進するよ

うな経路を検討する

⑦ 環境影響評価の予測の前提と

なる道路が開通しなかった場合の

対策を検討する

荷さばき車両

④ 時差式の信号を設置するなど、

右折車両による渋滞を防ぐ措置を

講ずる

③ 信号機が近接した交差点の渋

滞対策を検討する

⑬ 周辺マンション敷地内での飲

食や来店者の通り抜けを防ぐ対策

を講ずる

⑫ 所沢街道からフォレストレイク

方面に向かうスクールゾーンが、

来店車両の抜け道にならないよう

な対策を講ずる（太線がスクール

ゾーン）

⑧ 商業施設西側の荷さばきス

ペースへは、五小通りを迂回せず、

直接市道１１０号線から入る経路

を検討する

⑪ 歩行者などの安全確保のため、

横断歩道を五小正門前から商業施

設側へ移動し、たまりを確保した

横断歩道の設置を検討する

⑥ 隣接住宅地内に交通誘導員を

配置し、来店車両の進入禁止措置

や一方通行規制などを検討する

① 渋滞緩和や歩行者などの安全

確保のため、五小東交差点から事

業地までの道路拡幅を検討する

⑩ 歩行者などの安全確保のため、

五小通りの電線類地中化を検討す

る

⑬ 周辺マンション敷地内での飲食

や来店者の通り抜けを防ぐ対策を

講ずる

17

② 駐車場に入るための専用レー

ンの設置を検討する
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おわりに 

 
 南沢五丁目商業施設建設計画に伴う地域貢献に関する検討を始めてから、１年余りが過

ぎ、このたび最終報告書をとりまとめることができました。 

 検討にあたっては、地域住民の立場から、商業施設立地に際しどのような地域貢献策が

考えられるか、また、立地することにより不安に思うこと、危険だと思うことなどについ

て率直に意見を出し合い議論を重ねてきました。 

 これらの議論の中で一番大切だと思ったことは、この報告書の提案を具現化するために

は「事業者と住民双方の利益を尊重しながら、関係者が一体となって取り組んでいくこと。」

でした。 

 検討会の中で検討したことは現時点で想定されるものであり、また、この報告書の提案

が商業施設立地における地域貢献や安全・安心のまちづくりに関するすべての事項を盛り

込んだものではありません。開店してからわかる様々な問題や新たな課題が生じることも

考えられます。 

 今後は、この報告書の提案を理解し、それらの課題解決のための体制づくりを行い、関

係者が一体となって解決していくことが求められます。
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参考資料 

 

○ 南沢五丁目商業施設建設計画に伴う地域貢献に関する検討会設置要綱 

 

（設置） 
第１ 南沢五丁目１７番に建設が予定されている商業施設（大規模小売店舗）について、

施設の立地に伴う地域貢献を求めるにあたり、周辺住民等の意見を反映させるため、南

沢五丁目商業施設建設計画に伴う地域貢献に関する検討会（以下「検討会」という。）を

設置する。 
 （所掌事務） 
第２ 検討会は、南沢五丁目商業施設建設計画に伴う次の各号に掲げる事項を検討し、そ

の結果を東久留米市長（以下「市長」という。）に報告する。 
（１） 商業施設（大規模小売店舗）への地域貢献施設機能の導入に関すること。 
（２） 安全・安心のまちづくりのための対応に関すること。 
 （組織） 
第３ 検討会は、委員２２人以内で組織する。 
２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 
（１） 周辺自治会等関係者 １８人以内 
（２） 地域団体の構成員   ４人以内 
 （任期） 
第４ 委員の任期は、第２の規定による報告を完了するまでとする。 
 （座長及び副座長） 
第５ 検討会に座長及び副座長を置く。 
２ 座長は、委員の互選により選出し、副座長は、委員のうちから座長が指名する者をも

って充てる。 
３ 座長は、検討会を代表し、会務を総括する。 
４ 副座長は、座長を補佐し、座長に事故あるときは、その職務を代理する。 
 （会議） 
第６ 検討会は、座長が招集し、座長が議長となる。 
２ 検討会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。 
 （報酬） 
第７ 検討会の委員報酬は、支給しないものとする。 
 （庶務） 
第８ 検討会の庶務は、都市建設部都市計画課において処理する。 
 （委任） 
第９ この要綱に定めるもののほか、検討会の運営について必要な事項は、座長が検討会
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に諮り、別に定める。 
   付 則 
１ この訓令は、平成２２年７月１５日から施行する。 
２ この要綱の施行後、最初の会議において座長が互選されるまでの検討会の招集及び議

長は、第６の１の規定にかかわらず、市長が行うものとする。 
３ この訓令は、第２の規定による報告をもって廃止する。 
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○ 南沢五丁目商業施設建設計画に伴う地域貢献に関する検討会委員名簿 

 

◎:座長  ○:副座長 

区  分 氏  名        備  考（ ）内は委員任期 

周辺自治会等関係者 

（要綱第３の２（１）関係） 

 
小 林    泉 朝日中央自治会 

 森 谷 光 藏 朝日中央自治会 

（平成２３年５月～） 

 馬 本 房 子 エル・スタージュ管理組合 

 
菅 原 宏 文 

エル・スタージュ管理組合 

（～平成２３年５月） 

 
山 戸   弘 

エル・スタージュ管理組合 

（平成２３年６月～） 

○ 猪 狩 誠 也 学園町自治会 

 小 嶋 敏 男 学園町自治会 

 海老沢 健 次 南沢自治会 

 篠 宮 金 蔵 南沢自治会 

 芦 沢 貴美枝 ルイシャトレひばりヶ丘ラスティパーク管理組合 

（～平成２３年４月） 

 岸 本 雅 久 ルイシャトレひばりヶ丘ラスティパーク管理組合 

（～平成２３年４月） 

 鈴 木 由利子 ルイシャトレひばりヶ丘ラスティパーク管理組合 

（平成２３年５月～） 

 田 嶋 真 一 ルイシャトレひばりヶ丘ラスティパーク管理組合 

（平成２３年５月～） 

 黒 木 玲 子 フォレストレイクひばりが丘管理組合 

（平成２３年６月～） 

 黒 瀬 浩 一 フォレストレイクひばりが丘管理組合 

（平成２３年６月～） 

 

 

区  分 氏  名 備  考 

地域団体の構成員 

（要綱第３の２（２）関係） 

◎ 関   美智子 東久留米市南中学校地区青少年健全育成協議会 

 薬 師 信 子 東久留米市南中学校地区青少年健全育成協議会 

（団体名・氏名五十音順） 
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○ 南沢五丁目商業施設建設計画に伴う地域貢献に関する検討について（依頼） 

  

 
２２東久都都発第８４号  
平成２２年 ８月１７日  

 
 南沢五丁目商業施設建設計画に伴う 
  地域貢献に関する検討会 座長 関 美智子様 
   

東久留米市長 
馬 場 一 彦 

 
 
 

南沢五丁目商業施設建設計画に伴う地域貢献に関する検討について（依頼） 
 
 

 南沢五丁目商業施設建設計画に伴う地域貢献に関する検討会設置要綱（平成２２年東久

留米市訓令乙第１１４号）第２の規定により、下記の事項について検討を行い、その結

果の報告をお願いいたします。 
 
 

記 
 
 
依頼事項 
 南沢五丁目商業施設建設計画に伴う次の事項 
（１） 商業施設への地域貢献施設機能の導入に関すること。 
（２） 安全・安心のまちづくりのための対応に関すること。 

 なお、（１）については、平成２２年１１月を目途に報告をお願いいたします。 
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○ 検討経過 

  

 第１回 

 【開催日】平成２２年８月１７日（火） 

 【会 場】南部地域センター講習室１・２ 

 【議 事】（１）南沢五丁目商業施設建設計画に伴う地域貢献に関する検討について 

         ① 検討会の進め方について 

         ② 施設の計画概要について 

      （２）その他 

 

施設見学会 

 【開催日】平成２２年９月１１日（土） 

 【見学施設】イオンモールむさし村山ミュー、イオンモール日の出 

  

 第２回 

 【開催日】平成２２年９月１８日（土） 

 【会 場】市立第五小学校視聴覚室 

 【議 事】（１）地域貢献施設機能について 

         ① 市民からの要望及び参考事例の紹介 

         ② 意見交換 

      （２）その他 

 

 第３回 

 【開催日】平成２２年１０月２日（土） 

 【会 場】市立第五小学校視聴覚室 

 【議 事】（１）地域貢献施設機能の導入について 

        ・ 意見交換 

      （２）その他 

 

 第４回 

 【開催日】平成２２年１０月１６日（土） 

 【会 場】市立第五小学校視聴覚室 

 【議 事】（１）地域貢献施設機能の導入について 

        ・施設機能の絞り込み 

      （２）その他 
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 第５回 

 【開催日】平成２２年１１月６日（土） 

 【会 場】市立第五小学校プレイルーム 

 【議 事】（１）地域貢献施設機能の導入について 

        ・報告書のとりまとめ 

      （２）その他 

 

第６回 

 【開催日】平成２２年１１月１３日（土） 

 【会 場】市立第五小学校視聴覚室 

 【議 事】（１）地域貢献施設機能の導入について 

        ・報告書の確認 

      （２）安全・安心のまちづくりのための対応について 

        ・概要説明 

      （３）その他 

 

第７回 

 【開催日】平成２３年５月１４日（土） 

 【会 場】市立第五小学校視聴覚室 

 【議 事】（１）今後の検討の進め方について 

      （２）安全・安心のまちづくりのための対応について 

      （３）その他 

 

第８回 

 【開催日】平成２３年６月４日（土） 

 【会 場】市立第五小学校視聴覚室 

 【議 事】（１）安全・安心のまちづくりのための対応について 

        ・意見交換 

      （２）その他 

 

第９回 

 【開催日】平成２３年６月１８日（土） 

 【会 場】市立第五小学校視聴覚室 

 【議 事】（１）安全・安心のまちづくりのための対応について 

        ・交通対策について意見交換 

      （２）その他 



25 
 

 

第１０回 

 【開催日】平成２３年７月２日（土） 

 【会 場】市立第五小学校視聴覚室 

 【議 事】（１）安全・安心のまちづくりのための対応について 

        ・防災、周辺環境、青少年対策等について意見交換 

      （２）その他 

 

第１１回 

 【開催日】平成２３年７月２３日（土） 

 【会 場】市立第五小学校視聴覚室 

 【議 事】（１）安全・安心のまちづくりのための対応について 

        ・意見全体の集約 

      （２）その他 

 

第１２回 

 【開催日】平成２３年８月２０日（土） 

 【会 場】市立第五小学校視聴覚室 

 【議 事】（１）安全・安心のまちづくりのための対応について 

        ・最終報告書（案）の取りまとめ 

      （２）その他 

 

第１３回 

 【開催日】平成２３年９月１７日（土） 

 【会 場】市立第五小学校視聴覚室 

 【議 事】最終報告 
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